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第１章  総則 

        変更なきにつき省略 

 

第２章  工事内容 

  １．目    的 

      変更なきにつき省略 

  ２．工事場所 

      変更なきにつき省略 

  ３．工事概要 

      本工事は、水門設備の水密ゴム交換、ケレン及び塗装工事で、その概要は次のとおりである。 

    （１）１号ゲート設備 

        １）型  式    シェル構造ローラゲート 

        ２）寸  法    純径間 21.0ｍ、扉高 2.9ｍ 

              ・扉    体（１種ケレン塗装）  1 式 

              ・取外し戸当り（１種ケレン塗装）  1 式 

    （２）２号ゲート設備 

        １）型 式    シェル構造ローラゲート 

        ２）寸 法    純径間 21.0ｍ、扉高 2.9ｍ 

              ・扉  体（１種ケレン塗装）  1 式 

              ・取外し戸当り（１種ケレン塗装）  1 式 

  ４．工事数量 

      別紙「工事数量表」のとおりとする。 

      なお、工事数量表備考欄に「概」と表示した数量については「概算数量発注方式」であるた

め、施工実績に基づき設計変更で処理するものとする。 

  ５．施工範囲  

    （１）本工事の施工範囲は、第２章３．工事概要に示す設備の設計及び据付（塗装・水密ゴム交

換）までの一切とする。 

 

第３章  施工条件 

        変更なきにつき省略 

 

第４章 現場条件 

        変更なきにつき省略 

 

第５章  仮設 

        変更なきにつき省略 

 

第６章  提出図書等 

        変更なきにつき省略 

 

第７章  工事用地等 

        変更なきにつき省略 

 

第８章  貸与する資料等 



        変更なきにつき省略 

 

第９章  試運転調整 

        変更なきにつき省略 

 

第 10 章  設計 

  １．一般事項 

      変更なきにつき省略 

２．設計諸元 

      本工事で改修・補修するゲート設備の諸元は、次のとおりである。 

 

仕様項目 １号ゲート ２号ゲート 

形 式 ｼｪﾙ構造ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ ｼｪﾙ構造ﾛｰﾗｰｹﾞｰﾄ 

純 径 間 21.0m 21.0m 

扉 髙 2.9m 2.9m 

ゲ ー ト 敷 高 TP+0.180m TP+0.180m 

門 数 1 門 1 門 

設計水位前面 TP+2.980m TP+2.980m 

設計水位後面 TP+0.800m TP+0.800m 

操作水位前面 TP+0.180m TP+0.180m 

操作水位後面 TP+1.300m TP+1.300m 

堆 砂 高 0m 0m 

水 密 方 式 前面 3方ゴム水密 前面 3方ゴム水密 

開 閉 装 置 
電動ワイヤーロープ 

ウインチ式（1M1D） 

電動ワイヤーロープ 

ウインチ式（1M1D） 

開 閉 速 度 0.3.m/min 程度 0.3m/min 程度 

揚 程 4.270m 4.270m 

操 作 盤 方 式 機側及び遠方 機側及び遠方 

 

３．材料 

    （１）主要材料は、次に示す材質又は同等品以上とする。 

  １）１・２号ゲート 

材料名 規格 適用 

塗料（セラマックス）   

水密ゴム 合成ゴム  

水密ゴム取付ボルト SUS304  

 

 

第 11 章  塗装 

  １．一般事項 

      変更なきにつき省略 

２．施工方法 

    （１）塗装作業は、鋼材表面の素地調整を十分行った後に実施し、プライマー及び各層の塗り重



ねは塗装系に応じた間隔を守り、各層毎に色分けを行うものとする。 

    （２）現場溶接部及び工場での塗り残し部の塗装、現場補修等を行い、塗装を仕上げるものとす

る。 

    （３）ゲート内部の作業時には歩廊用グレーチングを撤去・復旧するものとする。 

３．塗装仕様 

      変更なきにつき省略 

 

第 12 章  据付 

  １．一般事項 

      変更なきにつき省略 

 ２．機械設備 

      変更なきにつき省略 

３．建設資材等の搬出 

      本工事の施工に伴い発生する建設資材廃棄物等を本現場内で利用することが困難な場合は、次

に示す処理施設へ搬出するものとするが、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとす

る。 

建設資材 

廃 棄 物 

処 理 

施設名 
住 所 

受け入れ 

時  間 
事業区分 

研削材等 ジャパンウェイ

スト㈱ 

神奈川県高座郡寒川

町田端1590-4 

8:00～17:00  

廃プラスチッ

ク 

㈱ブライト  飯

岡ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 

千葉県旭市三川14941

-1 

8:30～16:30 中間処理 

 

４．特定建設資材の分別解体等 

      変更なきにつき省略 

 

第 13 章 試験及び検査 

        変更なきにつき省略 

 

第 14 章 施工管理等 

        変更なきにつき省略 

 

第 15 章  条件変更の補足事項 

        変更なきにつき省略 

 

第 16 章  その他 

        変更なきにつき省略 

 

第 17 章 定めなき事項 

        変更なきにつき省略 

 

 

 

 

 

 


